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人
事
委
員
会
規
則

　

通
勤
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

三
恵
印
刷
株
式
会
社　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

　
　

令
和
二
年
四
月
二
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

石　
　
　

井　
　
　

久　
　
　

子　

大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号

　
　
　

通
勤
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

通
勤
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
五
条
の
二
第
一
項
第
三
号
中
「
で
あ
つ
て
、
こ
れ
ら
の
期
間
が
二
以
上
の
月
に
わ
た
る
こ
と
と
な
る

と
き
。
」
を
「
（
こ
れ
ら
の
期
間
の
初
日
の
属
す
る
月
又
は
そ
の
翌
月
に
復
職
し
、
又
は
職
務
に
復
帰
す
る

こ
と
と
な
る
場
合
を
除
く
。
第
十
五
条
の
四
第
二
項
に
お
い
て
「
派
遣
等
と
な
つ
た
場
合
」
と
い
う
。
）
」

に
改
め
る
。

　

第
十
五
条
の
四
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２　

月
の
中
途
に
お
い
て
派
遣
等
と
な
つ
た
場
合
（
次
項
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
し
て
い
る
と
き
を
除

　

く
。
）
に
は
、
支
給
単
位
期
間
は
、
そ
の
後
復
職
し
、
又
は
職
務
に
復
帰
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月

　

（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
）
か
ら
開
始
す
る
。

　

第
十
五
条
の
四
第
三
項
中
「
と
き
か
ら
」
を
「
場
合
に
お
い
て
、
」
に
、
「
場
合
を
」
を
「
と
き
を
」
に

改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

（
施
行
期
日
等
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
通
勤
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規

　

則
の
規
定
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
（
以
下
「
適
用
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
適
用
す
る
。

　

（
支
給
単
位
期
間
に
係
る
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
の
適
用
日
前
に
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
八
条
第

　

二
項
の
規
定
に
よ
り
休
職
に
さ
れ
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
許
可
を
受

　

け
、
外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
六
十
三
年

　

大
分
県
条
例
第
三
号
）
第
二
条
第
一
項
若
し
く
は
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例

　

（
平
成
十
四
年
大
分
県
条
例
第
一
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
、
地
方
公
務
員
の
育
児

　

休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
育
児
休
業
を
し
、
教
育
公

　

務
員
特
例
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
一
号
）
第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
大
学
院
修
学
休
業
を

　

し
、
地
方
公
務
員
法
第
二
十
六
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
自
己
啓
発
等
休
業
を
し
、
同
法
第
二
十
六
条

　

の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
配
偶
者
同
行
休
業
を
し
、
又
は
同
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
停
職

　

に
さ
れ
た
職
員
の
支
給
単
位
期
間
の
開
始
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
人
事
委
規
則
）
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四
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十
四
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大
分
県
報

二

○
告
　
　
　
　
　
示

大
分
県
告
示
第
二
百
七
十
号

　

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
申
請
が
あ
っ
た
。

　

な
お
、
次
の
と
お
り
当
該
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果

に
基
づ
く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
四
月
二
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

申
請
の
概
要

　

１　

申
請
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
氏
名

　
　
　

大
分
市
大
字
旦
野
原
七
百
番
地

　
　
　
　

国
立
大
学
法
人　

大
分
大
学

　
　
　
　
　

学
長　

北　

野　

正　

剛

　

２　

特
定
事
業
場
の
所
在
地
及
び
名
称

　
　
　

由
布
市
挾
間
町
医
大
ヶ
丘
一
丁
目
一
番
地

　
　
　
　

大
分
大
学
挾
間
キ
ャ
ン
パ
ス

　

３　

設
置
さ
れ
る
特
定
施
設
の
種
類

　
　
　

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八
号
）
別
表
第
一
第
七
十
一
号
の
二

　
　

イ　

洗
浄
施
設

種

類

洗
浄
施
設

①

〇
・
〇
四
八
㎥　
　

一
基

②

〇
・
〇
四
二
㎥　
　

一
基

③

〇
・
〇
二
八
㎥　
　

三
基

④

〇
・
〇
四　

㎥　
　

五
基

⑤

〇
・
一
五　

㎥　
　

二
基

⑥

〇
・
〇
四
六
㎥　
　

一
基

⑦

〇
・
二
六
一
㎥　
　

一
基

⑧

〇
・
一
二
二
㎥　
　

一
基

能

力

⑨

〇
・
〇
五
四
㎥　
　

二
基

⑩

〇
・
〇
九
九
㎥　
　

二
基

⑪

〇
・
四
二　

㎥　
　

七
基

⑫

〇
・
〇
五
九
㎥　
　

二
基

⑬

〇
・
一
二　

㎥　
　

四
基

⑭

〇
・
〇
九
三
㎥　
　

一
基

⑮

〇
・
〇
四　

㎥　

一
七
基

⑯

〇
・
〇
六
七
㎥　
　

一
基

⑰

〇
・
〇
五
三
㎥　
　

一
基

工

事

着

手

予

定

年

月

日

令
二
・
六
・
五

工

事

完

成

予

定

年

月

日

令
二
・
九
・
一
七

使

用

開

始

予

定

年

月

日

令
二
・
九
・
一
七

使

用

時

間

間

隔

間
欠

一

日

当

た

り

の

使

用

時

間

八
時
間

使

用

の

季

節

的

変

動

な
し

単

位

通

常

の

値

最

大

の

値

㎥
／
日

①

〇
・
〇
五

①

〇
・
〇
六

②

〇
・
〇
四

②

〇
・
〇
五

③

〇
・
〇
八

③

〇
・
一　

④

〇
・
二　

④

〇
・
二
五

⑤

〇
・
三　

⑤

〇
・
三
七

⑥

〇
・
〇
五

⑥

〇
・
〇
六

⑦

〇
・
二
六

⑦

〇
・
三
二

汚

水

等

の

一

日

当

た

り

の

量

㎥
／
日

⑧

〇
・
一
二

⑧

〇
・
一
五

⑨

〇
・
一　

⑨

〇
・
一
二

⑩

〇
・
二　

⑩

〇
・
二
五

⑪

二
・
九
四

⑪

三
・
六
二

（
告
示
）
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四
月
二
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四
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大
分
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三

（
告
示
）

⑫

〇
・
一
二

⑫

〇
・
一
五

⑬

〇
・
四
八

⑬

〇
・
五
九

⑭

〇
・
〇
九

⑭

〇
・
一
一

⑮

〇
・
六
八

⑮

〇
・
八
四

⑯

〇
・
〇
七

⑯

〇
・
〇
九

⑰

〇
・
〇
五

⑰

〇
・
〇
六

汚

水

等

の

汚

染

状

態

の

値

項

目

単

位

通

常

の

値

最

大

の

値

水

素

イ

オ

ン

濃

度

六
～
八

六
～
八

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量

㎎

／
ℓ

一
〇
〇

一
〇
〇

浮

遊

物

質

量

㎎

／
ℓ

六
〇

八
〇

窒

素

含

有

量

㎎

／
ℓ

五

七

り

ん

含

有

量

㎎

／
ℓ

三

五

　

４　

汚
水
等
の
処
理
の
方
法

　
　
　

設
置
さ
れ
る
特
定
施
設
か
ら
排
出
さ
れ
る
汚
水
は
、
全
て
公
共
下
水
道
へ
放
流
す
る
。

　

５　

排
出
水
の
量
及
び
汚
染
状
態
の
値

排

水

口

名

排
水
口
Ａ

一

日

当

た

り

の

排

出

水

量

単

位

通

常

の

値

最

大

の

値

㎥
／
日

二
三
五
・
二

三
〇
八
・
七

汚

水

等

の

汚

染

状

態

の

値

項

目

単

位

通

常

の

値

最

大

の

値

水

素

イ

オ

ン

濃

度

六
・
一
～
六
・
五

六
・
一
～
六
・
五

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量

㎎

／
ℓ

一
・
二
五　

二
・
五　

化

学

的

酸

素

要

求

量

㎎

／
ℓ

三　
　
　
　

六　
　
　

浮

遊

物

質

量

㎎

／
ℓ

〇　
　
　
　

〇　
　
　

窒

素

含

有

量

㎎

／
ℓ

一
・
六
二
五

三
・
二
五

り

ん

含

有

量

㎎

／
ℓ

〇
・
六
二
五

一
・
二
五

そ

の

他

参

考

と

な

る

べ

き

事

項

公
共
用
水
域
へ
の
排
出
は
逆
浸
透
膜
設
備
の
濃
縮
排
水
の

み

二　

事
前
評
価
に
関
す
る
書
面
の
縦
覧
期
間
及
び
縦
覧
場
所

　

１　

縦
覧
期
間

　
　
　

令
和
二
年
四
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
五
月
十
五
日
ま
で

　

２　

縦
覧
場
所

　
　
　

大
分
県
生
活
環
境
部
環
境
保
全
課
及
び
由
布
市
役
所

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
七
十
一
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
大
分
県
青
少
年
の
森
及
び
大
分
県
平
成
森
林
公
園
の
利
用
に
係
る
使
用
料
の
徴
収
事
務
を
委
託
し

た
。

　
　

令
和
二
年
四
月
二
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

受
託
者
の
住
所
及
び
名
称

　
　

大
分
市
大
字
古
国
府
字
内
山
千
三
百
三
十
七
番
地
の
十
五

　
　
　

公
益
財
団
法
人
森
林
ネ
ッ
ト
お
お
い
た

　
　
　
　

理
事
長　

重　

本　
　
　

悟

二　

委
託
期
間

　
　

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
七
十
二
号

　

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

よ
う
に
道
路
を
指
定
し
た
。

　
　

令
和
二
年
四
月
二
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

指
定
番
号

指　

定　

位　

置

指

定

年

月

日

道
路
の
幅
員

道

路

の

延

長

建
住
第
一
〇

八
―
一
号

津
久
見
市
大
友
町
一
七
四
六
番

七
、
一
七
五
三
番
三
、
九
番
一

四
、
九
番
一
二
、
九
番
一
一
、

津
久
見
市
岩
屋
町
二
番
一
三
、

二
番
一
二
、
一
七
八
七
番
二
、

一
七
八
八
番
一
及
び
一
七
九
一

番
三
並
び
に
こ
れ
ら
に
隣
接
介

在
す
る
里
道

令
二
・　

四
・
一
〇

　
　

メ
ー
ト
ル

五
・
〇
〇

メ
ー
ト
ル

八
七
・
九
三



令
和
二
年
四
月
二
十
四
日

大
分
県
報

四

（
労
働
委
告
示
・
訓
令
甲
）

○
労
働
委
員
会
告
示

大
分
県
労
働
委
員
会
告
示
第
三
号

　

大
分
県
労
働
委
員
会
あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
に
関
す
る
告
示
（
令
和
二
年
大
分
県
労
働
委
員
会
告
示
第
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

令
和
二
年
四
月
二
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
労
働
委
員
会
会
長　
　

深　
　
　

田　
　
　

茂　
　
　

人　

　

「

」

　

「
を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

に
改
め
る
。

○
訓
　
　
令
　
　
甲

大
分
県
訓
令
甲
第
十
八
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本　
　
　
　
　

庁　

　

大
分
県
広
聴
事
案
取
扱
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
大
分
県
訓
令
甲
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　
　

令
和
二
年
四
月
二
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

　

第
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

後ご

藤と
う

素も
と

子こ

大
分
県
労
働
委
員
会
事
務
局
長

令　

元
・　

五
・
一
四

江え

藤と
う

博ひ
ろ

邦く
に

大
分
県
労
働
委
員
会
事
務
局
調
整
審
査
課
長

平
三
〇
・　

四
・
一
〇

森も
り

　

優ゆ
う

子こ

大
分
県
労
働
委
員
会
事
務
局
長

令　

二
・　

四
・
一
四 

岡お
か

崎ざ
き

浩ひ
ろ

之ゆ
き

大
分
県
労
働
委
員
会
事
務
局

調
整
審
査
課
長

令　

二
・　

四
・
一
四 

第
２

号
様

式
（

第
３

条
関

係
）

年
　

　
月

　
　

日
 
受

理
起

案
者

印
内

線
 

広
報

広
聴

課
長

広
聴

班
総

括
班

員

□
供

　
覧

住
所

 
〒

氏
名

件
　

名
第

号
　

担
当

部
署

（
　

　
）

件
　

名
第

号
　

担
当

部
署

（
　

　
）

件
　

名
第

号
　

担
当

部
署

（
　

　
）

年
　

　
月
　

　
日
　

主
務

課
（

室
）

長
　

殿
□

別
紙

参
照

広
報

広
聴

課
長

 
上

記
事

案
の

回
答

作
成

又
は

事
案

を
供

覧
の
上
、

年
　

　
月

　
　

日
 ま

で
に

、
広

報
委

員

及
び

当
課

あ
て

合
議

又
は

送
付

し
て

く
だ

さ
い

。

起
案

日
年

　
　

月
　

　
日

課
(
室
)

名

職
氏

名
印

　
内

線

知
事

　
　

副
知

事
　

　
部

長
　

　
審

議
監

課
(
室

)
長

　
　

班
総

括
等

班
員

（
合

議
）

関
係

課
(
室

)
長

　
 
班

総
括

　
 
班

員

企
画

振
興

部
長

　
審

議
監

（
合

議
）

関
係

課
(
室

)
長

　
 
班

総
括

　
 
班

員

広
報

広
聴

課
長

　
広

聴
班

総
　

括

 
A
 
提
言
の
趣
旨
に
添
つ

て
実

現
し
た

も
の

班
員

 
C
 
当
面
は
実
現
で
き
な

い
も

の

 
D
 
実
現
が
極
め
て
困
難

な
も

の

広
聴

処
理

票
　

□
□

 
□

 一
般

広
聴

受
理

日

処
理

方
針

□
要

回
答

□
公

印
省

略

広
報

広
聴

課
使

用
欄

 
年

　
 
月

　
 
日

決
裁

浄
書

校
合

提
出

者

広
報

委
員

※
※

※
主

務
課

使
用

欄
※

※
※

施
行

上
の

特
別

取
扱

い
 
B
 
実
現
に
努
力
し
て
い

る
も

の

 
年

　
 
月

 
　

日
施

行

 県
政

へ
の

反
映

区
分

（
主

務
課

に
て

選
択

）
公

印
使

用
承

認



令
和
二
年
四
月
二
十
四
日

大
分
県
報

五

（
訓
令
甲
・
教
育
委
訓
令
甲
・
人
事
委
訓
令
・
労
働
委
訓
令
・
警

　

察
本
部
訓
令
・
企
業
局
訓
令
・
病
院
局
訓
令
・
公
告
）

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

○
訓
　
　
令
　
　
甲

　
教
育
委
員
会
訓
令
甲

　
人
事
委
員
会
訓
令

　
労
働
委
員
会
訓
令

　
警

察

本

部

訓

令

　
企

業

局

訓

令

　
病

院

局

訓

令

大
分
県
訓
令
甲
第
十
九
号

大
分
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
十
号

大
分
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
四
号

大
分
県
労
働
委
員
会
訓
令
第
四
号

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
二
十
九
号

大
分
県
企
業
局
訓
令
第
十
号

大
分
県
病
院
局
訓
令
第
九
号

知　

事　

部　

局　

教　
　

育　
　

庁　

人
事
委
員
会
事
務
局　

労
働
委
員
会
事
務
局　

警　

察　

本　

部　

企　
　

業　
　

局　

病　
　

院　
　

局　

　

大
分
県
広
報
委
員
会
設
置
規
程
（
昭
和
五
十
八
年
大
分
県
訓
令
甲
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　
　

令
和
二
年
四
月
二
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大

分

県

知

事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大　
　

分　
　

県　
　

教　
　

育　
　

委　
　

員　
　

会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

石　
　
　

井　
　
　

久　
　
　

子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
労
働
委
員
会
会
長　
　

深　
　
　

田　
　
　

茂　
　
　

人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大

分

県

警

察

本

部

長　
　

竹　
　
　

迫　
　
　

宜　
　
　

哉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大

分

県

企

業

局

長　
　

工　
　
　

藤　
　
　

正　
　
　

俊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大

分

県

病

院

局

長　
　

田　
　
　

代　
　
　

英　
　
　

哉

　

第
三
条
第
二
項
中
「
企
画
振
興
部
審
議
監
」
を
「
企
画
振
興
部
広
報
広
聴
課
長
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項

中
「
の
う
ち
か
ら
知
事
が
任
命
又
は
委
嘱
す
る
」
を
「
を
も
つ
て
充
て
る
」
に
改
め
る
。

　

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
（
第
三
条
関
係
）

　

各
部
局
主
管
課
企
画
管
理
部
門
の
班
総
括

　

教
育
庁
教
育
改
革
・
企
画
課
広
報
・
調
整
班
総
括

　

人
事
委
員
会
事
務
局
公
務
員
課
試
験
・
審
査
班
総
括

　

労
働
委
員
会
事
務
局
調
整
審
査
課
調
整
審
査
班
総
括

　

警
察
本
部
広
報
課
広
報
・
広
聴
担
当

　

企
業
局
総
務
課
経
営
企
画
班
総
括

　

病
院
局
大
分
県
立
病
院
事
務
局
総
務
経
営
課
総
務
班
総
括

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

○
公
　
　
　
　
　
告

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開
発
区
域
の

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
検
査
済
証
を
交
付
し
た
。

　
　

令
和
二
年
四
月
二
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

一　

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

　
　

中
津
市
大
字
大
新
田
字
拾
番
通
四
百
十
五
番
一
ほ
か
二
筆
及
び
四
百
十
五
番
八
ほ
か
一
筆
の
各
一
部
並

　

び
に
四
百
十
五
番
十
一
地
先
里
道
及
び
四
百
十
五
番
十
一
地
先
水
路

二　

開
発
区
域
の
面
積

　
　

一
万
千
二
百
九
十
三
・
〇
八
平
方
メ
ー
ト
ル

三　

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称
・
氏
名

　
　

中
津
市
豊
田
町
十
四
番
地
三

　
　
　

中
津
市
土
地
開
発
公
社



令
和
二
年
四
月
二
十
四
日

大
分
県
報

六

（
公
告
）

　
　
　
　

理
事
長　

前　

田　

良　

猛

四　

完
了
検
査
年
月
日

　
　

令
和
二
年
三
月
十
九
日


